
 

 

 

◎  令和５年労働災害発生状況（８月） 

 
大河原署管内 宮城局管内 

R4 R5 前年比 R4 R5 前年比 

製造業 計 31  17  -14  261 (2)  244 (3) −17(1) 

食 料 品 製 造 業 9  10   1  123   122  -1 

機械金属製造業 12  6  −6   69    64 (2)  −5(2) 

建設業 計 17  18   1  183  (3) 180 (4) -3(1) 

土 木 工 事 業 10  8  -2    56 (2) 55  -1(-2) 

建 築 工 事 業 6  9   3   88 (1) 94 (2) 6(1) 

そ の 他 の 建 設 1  1   0   39   31 (2) -8(2) 

運輸交通業 計 7  2  −5  229 (2) 213 (1) −16(−1) 

陸上貨物運送業 7  0  -7  207 (2) 187 (1) −20(-1) 

商 業 19  18  -1  302  267 (2) −35(2) 

社会福祉施設 6  6   0  132  136   4 

全 産 業  117  94  −23 1508 (8) 1459 (13) −49(5) 

 

 

 

 

 

 

  

「全国労働衛生週間」の実施について 

令和 5 年９月２８日発行 

労基署便り  

大河原労働基準監督署  

令和５年度 No.６ 

 

※１ 休業４日以上の死傷労働災害（労働者死傷病報告による）の速報値。※前年比は死傷者数（人）。※( )は内数で死亡者数／※２ 機械金属製造業は、鉄鋼業・金属 

製品・一般機械・電気機械・輸送機械製造業の合計。／※３ 陸上貨物運送業は道路貨物運送業と陸上貨物取扱業の合計。 

（参考）当署管内では令和 5 年 1 月～８月において事故の型別の多いものから①転倒（26%）②墜落、転落（20%）③切れ、こすれ（14%）④はさまれ、巻き込まれ（12%）の順。 

新型コロナウイルス感染症によるものを除き R4 及び R5 を掲載しています。 

 

１０月１日から７日は第７４回全国衛生週間、９月はその準備期

間です。今年のスローガンは 

 目指そうよ二刀流  

こころとからだの健康職場 

です。全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善

など『労働衛生』に関する国民の意識を高め、職場の自主的な活

動を促して労働者の健康を確保することを目的として毎年実施し

ています。本期間中には、以下の事項について実施をお願いしま

す。 

〇事業者または総括安全衛生管理者による職場巡視 

〇労働衛生旗の掲揚およびスローガンなどの掲示 

〇労働衛生に関する優良職場、功績者などの表彰 

〇有害物の漏えい事故、酸素欠乏症などによる事故などの緊急

時の災害を想定した実地訓練などの実施 

〇労働衛生に関する講習会・見学会などの開催、作文・写真・

標語などの掲示 

〇その他労働衛生の意識高揚のための行事などの実施 
衛生週間 

宮城労働局ホームページ 

 



 

 

 このたび、一般健康診断結果の概要を以下のとおりとりまとめましたのでお知らせします。なお、令和

４年分については、「令和４年 10 月の労働安全衛生規則の改正前後の有所見率を各期間で加重平均した推

計値」となっています。（全国、宮城労働局、大河原労働基準監督署とも） 

令和４年有所見率の算出方法： 

(令和４年１～９月の有所見率)×0.75＋(令和４年 10～12 月の有所見率)×0.25 

健康診断の実施、有所見者に対する医師の意見聴取、医師の意見を勘案した必要な事後措置の実施は、

すべて労働安全衛生法に基づく事業者の義務です。 

〇 健康診断実施後は、有所見者に対する医師からの意見聴取を徹底しましょう。 

〇 事後措置は、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときに、労働者の実情を考慮して、必要な措  

置（就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等）を実施しましょう。 

〇 事後措置を講ずるに当たっては「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」をご確  

認ください。 

〇 ５０人未満の小規模事業場の場合、地域産業保健センターで健康診断の事後措置に関する医師からの

意見聴取についてご相談いただくことができます。 

全国・宮城労働局及び大河原労働基準監督署管内の定期健康診断における有所見率 
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一般健康診断結果の概要について 

労災保険二次健康診断等給付のご案内 

一次健康診断の結果①血圧検査②血中脂質検査③血糖検査④腹囲の検査または BMI（肥満度）の測定のすべてに「異常の所見」がある

と診断されたときは労災保険二次健康診断等給付を受けることができます。①～④が「異常なし」と診断された場合であっても、産業医

等が就業環境等を総合的に勘案し異常の所見を認めた場合も受けられる場合がありますので、詳細はお尋ねください。 



 

 

 

 

  

働き方改革説明会のご案内 

宮城労働局では令和６年４月１日からの建設業、医師への時間外労働上限規制の適用に向けて、県

内各地で「働き方改革説明会」を以下のとおり開催しますので、ぜひご参加ください。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

「宮城県最低賃金」が改定されます。 

宮城県内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべて の労働者（臨時、パートタイマー、アルバイト

等を含む。） に適用される宮城県最低賃金が次のとおり改定されます。  

 

令和５年１０月１日から 時間額９２３円  （９月３０日までは８８３円） 

 

なお、最低賃金の計算には、(1)精皆勤手当、(2)通勤手当、(3)家族手当、 (4)賞与等、(5)時間外・休日・

深夜手当は含まれません。 

 

 

 

「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」の特定最低賃金の適用を受け

る労働者を雇用する事業者の皆様へ 

特定の産業（「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「自動車小

売業」）で働く労働者には宮城県の特定（産業別）最低賃金が適用されますが、令和５年１０月１日以降は、令和４年１

２月１５日発効の「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」の特定最低賃金（時間額

９１９円）が宮城県最低賃金（時間額９２３円）を下回るため、特定最低賃金の適用を受ける場合であっても支払う賃金

額は時間額９２３円以上とする必要があります。 

さらに、今後、特定（産業別）最低賃金が改定され、宮城県最低賃金（時間額９２３円）を上回ることになった場合

は、当該最低賃金の適用を受ける労働者については特定（産業別）最低賃金額以上を支払うことが必要となります。 

「業務改善助成金」の拡充の概要について 

発行：大河原労働基準監督署（TEL0224-53-2154）柴田郡大河原町字新東 24-25 

労働条件や安全衛生の確保・改善、労災補償等についてご不明な点やお悩みのことがあれば、お気軽にご相談ください。 

労働時間制度等のご相談については「労働時間相談・支援班」がご希望に応じて個別訪問で対応いたします。 

労働条件関係は監督係、労働災害防止・健康確保対策関係は安全衛生係、労働保険料・労災保険関係は労災係まで。 

事業場内最低賃金

額 

① 対象事業場の拡大         ② 賃金引き上げ後の申請       ③ 助成率区分の見直し 

② 助 

申請期限：令和 6年 1月 31日 

事業完了期限：令和 6年 2月 28

日 

 

【問合先】令和 5 年度 

業務改善助成金コールセンター 

０１２０－３６６－４４０ 

（平日 8：30~17：15） 

賃金引き上げに当たっての留意点 

地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発行日の前日までに引き上げていただく必要があります。 

必
ず
最
新
の
交
付
要
綱
・
要
領
で

助
成
要
件
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

④助成上限率については、右の QR コードによりホームページからご確認ください。 


